
一
頁

○
総
務
省
令
第
九
十
六
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
の
二
の
六
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
（
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
も
の

(1)
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
○
・
二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

四
七
○

を
超
え
七
一
○

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、

(2)

MHz

MHz



二
頁

空
中
線
電
力
が
○
・
○
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
二
の
項
中
「
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
二

の
二
の
項
」
を
「
、
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
並
び
に
二
の
二
の
項
及
び
六
の
項

」
に
改
め
、
同
表
二
の
二
の
項
中

（一）

「
七
七
○

」
を
「
七
一
○

」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

MHz

MHz

六

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

五
○

五
○

七
六

を
超
え
九
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送

（一）

MHz

MHz

（
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
地
上
基

幹
放
送
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
○
・
二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

一
七
○

を
超
え
四
七
○

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備

（二）

MHz

MHz

（
第
四
十
九
条
の
三
十
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
局
の
送
信



三
頁

設
備
に
限
る
。
）

四
七
○

を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
（
第
四
十
九
条

（三）

MHz

の
六
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
の
三
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
、
第
四
十
九
条
の
八
の

三
、
第
四
十
九
条
の
十
六
（
四
七
○

を
超
え
七
一
四

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

MHz

MHz

す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
（
四
七
○

を
超
え
七
一
四

以
下

MHz

MHz

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
五
十
四
条
第
四
号
に
お
い
て
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
局
並
び
に
一
、
二
一
五

を
超
え
二
、
六
九
○

MHz

以
下
の
周
波
数
の
角
度
変
調
の
電
波
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路
の
陸
上
移
動
業
務
の
無

MHz線
局
（
第
四
十
九
条
の
十
六
（
一
、
二
四
○

を
超
え
一
、
二
六
○

以
下
の
周
波
数
の

MHz

MHz

電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
（
一
、
二
四
○

を
MHz

超
え
一
、
二
六
○

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
無

MHz

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
並
び
に
こ
の
表
の
二

の
項
、
四
の
項
、
七
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
、
十
六
の
項
及
び
十
七
の
項
に
掲
げ
る
も
の



四
頁

を
除
く
。
）

第
十
四
条
第
二
項
中
「
七
七
○

」
を
「
七
一
○

」
に
改
め
る
。

MHz

MHz

第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
別
図
第
二
号
」
を
「
別
図
第
一
号
の
三
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
を
第
三
十
六
条
の
八
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
）

第
三
十
七
条

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
送
信
装
置
の
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
二
号
に

示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
二
第
三
項
中
「
で
あ
つ
て
」
の
下
に
「
、
五
四

を
超
え
六
八

以
下
、
一
六
二
・
○
五

MHz

MHz

を
超
え
一
六
九

以
下
」
を
加
え
る
。

MHz

MHz

第
五
十
七
条
の
三
た
だ
し
書
及
び
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
放
送
番
組
中
継

を
行
う
固
定
局
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
号
の
表
５
の
項
中
「注

18
19

20

」
を
「注

18
19

20
31

」
に
改
め
、
同
表
６
の
項
中
「注

18
20

、
、

、
、

、
、

22
44

」
を
「注

18
20

22
31

44

」
に
改
め
、
同
表
注

中
「注

31
(8)

」
を
「注

31(7)

」
に
改
め
、
同
表
注

、
、

、
、

、
、

23



五
頁

イ
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
イ
に

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

31
(7)

(ウ)

(エ)

(イ)

(ウ)

(ア)

(イ)

(ア)

(
ア
)

54M
H

z
を
超
え

68M
H

z
以
下
又
は

162.05M
H

z
を
超
え

169M
H

z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
の
う
ち

デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の

10(10
)

-6
、

別
表
第
二
号
第

の
２
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
２
に

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

10

(4)

(5)

(1)

(3)

(2)

(4)

(1)

る
。

(1)
54M

H
z
を
超
え

68M
H

z
以
下
又
は

162.05M
H

z
を
超
え

169M
H

z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の

96kH
z

、

別
図
第
二
号
を
別
図
第
一
号
の
三
と
し
、
同
図
の
次
に
次
の
一
図
を
加
え
る
。



六
頁

別
図
第
二
号

（第
37
条
関
係

）

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
の
差
の
絶
対
値

平
均
電
力
Ｐ
か
ら
の
減
衰
量

（
｜⊿

f

｜[kH
z]

）

200kH
z
以
上

300kH
z
未
満

0.3
×

｜⊿
f

｜－
50dB

以
上

300kH
z
以
上

40dB
以
上

注
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
値
は

再
送
信
を
行
う
搬
送
波
の
平
均
電
力
Ｐ
の
際
の
入
力
信
号
Ａ
及

、



七
頁

び
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら

200kH
z
以
上
離
れ
た
周
波
数
の
電
波
の
信
号

（当
該
入
力
信
号
Ａ
と
同
一
レ
ベ
ル
の
も

の
に
限
る

）が
受
信
装
置
に
入
力
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
表
の
値
と
す
る

。
、

。

（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
七
号
の
二
中
「
放
送
局
」
を
「
地
上
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
七

号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
七
の
四

設
備
規
則
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
受
信
障
害

対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も

の

「

「

第

第

第

二

二

二

条

条

条



八
頁

第

第

第

一

一

一

項

項

項

第

第

第

五

五

五

十

十

十

七

七

七

号

号

号

の

の

の

三

三

四

の

の

の

無

無

無

線

線

線

設

設

設

備

備

備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



九
頁

別
表
第
一
号
一
⑶
ア
の
表
中

を

に
改
め
、
同
表
の
注
ウ
中
「
又
は
第
五
十
七
号
の
三
」
を
「
、
第

○

○

○

○

○



一
〇
頁

」

」

五
十
七
号
の
三
又
は
第
五
十
七
号
の
四
」
に
改
め
、
「
設
備
規
則
」
の
下
に
「
第
三
十
七
条
、
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
号
第
六
中
「又

は
第

57
号
の
２

」
を
「

第
57
号
の

2
又
は
第

57
号
の
４

」
に
改
め
、
同
第
六
の
表
注
１

、



一
一
頁

中
「１

の
欄
は

」
の
次
に
「

「超
短
波
放
送
標
準
方
式

」

「超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
標
準

、
、

「Ｆ
８
Ｅ

１
Ｗ

「Ｘ
７
Ｗ

0.1
Ｗ

（固
定
減
衰
器
使
用

0.05
Ｗ

）

Ｆ
８
Ｅ

0.001
、

方
式

」
」
を
加
え
、
同
表
注
２
中

を

Ｘ
７
Ｗ

0.001
Ｗ
か
ら

0.05
Ｗ
ま
で

（可
変
減
衰
器
使
用

）
」

Ｘ
７
Ｗ

0.1
Ｗ

Ｘ
７
Ｗ

0.001

（固
定
減
衰
器
使
用

0.25
Ｗ

）

、

Ｗ
か
ら

0.25
Ｗ
ま
で

（可
変
減
衰
器
使
用

）

に
改
め
、
同
表
注
３
中
「２

の
(
)の
欄
は

」
の
次
に
「
「Ｆ

８
Ｅ

2
、

（固
定
減
衰
器
使
用

0.05
Ｗ

）

、

Ｗ
か
ら

0.05
Ｗ
ま
で

（可
変
減
衰
器
使
用

）
」

76.1M
H

z
か
ら

94.9M
H

z
ま
で

」又
は

」
を
加
え
、
同
表
注
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
３
の
(1)
の
欄
は

受
信
周
波
数
が

470M
H

z
未
満
の
場
合
は
６
ｄ

B
低
下
の
幅
を

470M
H

z
以
上
の
場
合
は

、
、

３
ｄ

B
低
下
の
幅
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

２
以
上
の
受
信
機
を
有
す
る
場
合
は

各
受
信
機
の
通
過
帯
域
幅

。
、

、

を
記
載
す
る
こ
と
。



一
二
頁

別
表
第
二
号
第
六
の
表
注

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

10

10
４
の
(2
)
の
欄
は

相
対
利
得
で
表
示
す
る
こ
と

た
だ
し

中
波
放
送
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
に

、
。

、

あ
つ
て
は

短
小
垂
直
空
中
線
に
対
す
る
利
得
(
ｄ

B
)
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

別
表
第
二
号
第
六
の
表
注

中
「設

備
規
則

」
を
「第
２
条
第
１
項
第

57
号
又
は
第

57
号
の
２
に
規
定
す
る
地
上
基

12
(1)

幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
場
合
は

設
備
規
則

」
に
改
め
、
同
注

中
「放

送
局

」
を
「地

上
基
幹
放

、

12
(2)

送
局

」
に
改
め
、
同
注

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

(3
)
第
２
条
第
１
項
第

57
号
の
４
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
場
合
は

設
備
規

、

則
別
図
第
２
号
に
お
い
て
当
該
無
線
設
備
に
適
用
さ
れ
る
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
の
差
の
絶
対
値
が

200kH
z
以
上

300kH
z
未
満
及
び

300kH
z
以
上
に
お
け
る
平
均
電
力
Ｐ
か
ら
の
減
衰
量
の
値
を
記
載
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
号
第
六
の
表
注

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13
(1)

(1)
７
の
欄
の
(1)
の
図
面
は

当
該
無
線
設
備
を
構
成
す
る
受
信
空
中
線
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
に
つ
い
て

、

送
信
装
置
及
び
受
信
装
置
の
系
統

各
系
統
の
用
途
及
び
周
波
数
並
び
に
送
信
装
置

受
信
装
置
及
び
空
中
線
の

、
、

、

接
続
系
統
を
記
載
す
る
こ
と

た
だ
し

第
２
条
第
１
項
第

57
号
の
２
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す

。
、



一
三
頁

る
た
め
の
無
線
設
備
の
場
合
は

当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
設
備
規
則
第

37
条
の

27
の

10
の
２
に
規
定
す
る

、

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
に
限
り
記
載
を
要
し
な
い
。

（記
載
例

）
ア

第
２
条
第
１
項
第

57
号
又
は
第

57
号
の
２
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の

場
合



一
四
頁



一
五
頁

イ
第
２
条
第
１
項
第

57
号
の
４
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
場
合



一
六
頁



一
七
頁

「

様
式
第
七
号
注
４
中

第
２
条
第
１
項
第

57
号
の
３
に
掲
げ
る
無
線
設
備

Ｄ
Ｓ

を
」

「

第
２
条
第
１
項
第

57
号
の
３
に
掲
げ
る
無
線
設
備

Ｄ
Ｓ

に
改
め
る
。

第
２
条
第
１
項
第

57
号
の
４
に
掲
げ
る
無
線
設
備

Ｇ
Ｆ

」

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


